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議 事 録  

  

１ 会議名称  

  令和４年度第４回滝沢市行政情報公開・個人情報保護運営審議会  

  

２ 開催日時  

  令和５年２月２０日（月） 午後１時３０分から午後１時５０分まで  

  

３ 開催場所  

  滝沢市役所３階 庁議室  

  

４ 出 席 者 

（１）委 員  

   松 下 壽 夫  

   高 橋   耕  

   三田地 宣 子  

   主 浜 照 風  

（２）事務局  

   企画総務部  総  務 課   課  長  高 橋 克 周  

   企画総務部  総  務 課   総括主査  古前田 公 湖  

   企画総務部  総  務 課   主任主査  勝 田   尚  

   企画総務部  総  務 課   主  査  吉 田 美沙紀  

   企画総務部  総  務 課   主  査  本 間 智 士  

 

５ 議  事  

  諮問第１号 滝沢市行政情報公開条例施行規則の全部改正案について（企画総務部総

務課）  

 

６ 会議状況（要点筆記）  

（１）開会  

（２）議事  

  諮問第１号 滝沢市行政情報公開条例施行規則の全部改正案について（企画総務部総

務課）  

諮問第１号について承認し、その旨を答申することとされた。議事における質疑等

は、次のとおり。  

委 員  様式第２号及び第３号中、「３  開示を実施する日時及び場所（事務所での開示

を希望する場合）」とあるが、この記載は請求者にとって少し分かりにくいよう

に感じる。この「事務所での開示を希望する場合」というのは、事務所はおそら

く市役所や出張所等のことを指すものと思われるが、この「事務所」と「開示を
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実施する場所」はどのような関係にあるのか。  

事務局  委員のおっしゃるとおり、事務所は市役所等での開示を希望する場合の場所を指

しています。開示を実施する場所には市役所内の具体的な場所、例えば、「滝沢

市役所３階企画総務部総務課」のようなより具体的な記載をすることを想定して

います。  

委 員  事務所の定義等が示されていないため、事務所とは具体的にどのような場所をい

うのか明らかにしたほうが良いのではないか。  

事務局  事務局で必要な修正を検討する。  

（３）その他  

   質疑等はなし。  

７ 会議資料  

（１）基礎資料  

  基礎資料１  滝沢市行政情報公開条例（平成９年滝沢村条例第８号）  

  基礎資料２  滝沢市個人情報保護条例（平成９年滝沢村条例第９号）  

  基礎資料３  市長が保有する個人情報の保護に関する実施要綱（平成１０年滝沢村

告示第５０号）  

（２）諮問第１号  滝沢市行政情報公開条例施行規則の全部改正案について（企画総務部

総務課）  

 





 



諮問第１号  

  

滝沢市行政情報公開条例施行規則の全部改正案について  

滝沢市行政情報公開条例施行規則の全部を改正することについて、次のとおり滝沢市行

政情報公開・個人情報保護運営審議会の意見を求める。  

  

令和５年２月６日提出  

  

滝沢市長 武田 哲  

  

滝沢市行政情報公開条例施行規則の全部改正案について  

（別紙）  
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（案） 
 

滝沢市行政情報公開条例施行規則の全部を改正する規則案要綱 

 

第１ 改正の趣旨 

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律第３

７号）により個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）が改正された

ことに伴い、個人情報保護制度の見直しに伴い必要となる規定の整備、併せて市の情

報公開制度の推進を目的とした情報公開制度の見直しに伴い必要となる規定の整備を

するため、滝沢市行政情報公開条例の全部改正が行われる。このことに併せて、滝沢

市行政情報公開条例施行規則の全部を改正するものである。  

 

第２ 改正内容 

１ 個人情報保護制度の見直しに伴い必要となる規定の整備  

（１）開示決定の際に通知すべき事項を規定すること。（第４条関係）  

（２）第三者に対する意見書提出の通知について、義務的聴取に係る事項について規定す

ること。（第６条第３項関係）  

（３）電磁的記録の開示の実施方法について規定すること。（第７条第４項関係）  

（４）電磁的記録の開示に要する費用について規定すること。（第９条第３項関係）  

２ 情報公開制度の見直しに関するもの  

（１）題名を改めること。（題名関係）  

（２）行政文書の開示請求書の記載事項等を変更すること。（第３条関係）  

   開示請求をすることができる者の要件を撤廃し、何人も行政文書の開示を請求する

ことができることとすることに伴い、開示請求書の記載事項を変更すること。  

３ その他 

  その他、所要の改正を行うこと。  

 

第３ 施行期日等 

（１）施行期日  

   この規則は、令和５年４月１日から施行する。  

 

2



（案） 
 

 

   滝沢市情報公開条例施行規則  

 滝沢市行政情報公開条例施行規則（平成１０年滝沢村規則第８号）の全部を改正する。  

 （趣旨）  

第１条 この規則は、滝沢市情報公開条例（令和５年滝沢市条例第  号。以下「条例」と

いう。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。  

 （用語）  

第２条 この規則で用いる用語の意義は、条例で使用する用語の例による。  

 （行政文書の開示請求書の記載事項等）  

第３条 条例第６条第１項第３号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。  

（１）開示請求の年月日 

（２）開示請求をする者の連絡先  

（３）希望する開示の実施の方法  

２ 条例第６条第１項の書面は、行政文書開示請求書（様式第１号）によらなければなら

ない。 

 （開示決定の際に通知すべき事項）  

第４条 条例第１１条第１項の規定により書面で通知することが必要な事項は、次に掲げ

る事項とする。  

（１）開示決定に係る行政文書について求めることができる開示の実施の方法  

（２）事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所におけ

る開示の実施を求める場合にあっては、条例第１６条第２項の規定による申出をする

際に当該事務所における開示を実施することができる日のうちから事務所における開

示の実施を希望する日を選択すべき旨  

（３）写しの送付の方法による行政文書の開示を実施する場合における準備に要する日数

及び送付に要する費用  

 （開示決定等の通知） 

第５条 条例第１１条第１項又は第２項の規定による開示決定等に係る通知は、次の各号

に掲げる開示決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。  

（１）条例第１１条第１項に規定する開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定  

行政文書開示決定通知書（様式第２号） 

（２）条例第１１条第１項に規定する開示請求に係る行政文書の一部を開示する決定  行

政文書部分公開決定通知書（様式第３号） 

（３）条例第１１条第２項に規定する開示請求に係る行政文書の全部を開示しない旨の決

定 行政文書不開示決定通知書（様式第４号） 

 （第三者に対する意見書提出の機会の付与の通知等）  

第６条 条例第１５条第１項の通知は、実施機関が必要があると認めた場合において、口

頭又は書面により行うものとする。  

２ 条例第１５条第１項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。  

（１）開示請求のあった年月日 

（２）開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容  
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（案） 
 

 

（３）意見書を提出する場合の提出先及び提出期限  

３ 条例第１５条第２項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。  

（１）前項各号に掲げる事項  

（２）条例第１５条第２項の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由  

４ 条例第１５条第１項又は第２項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者

の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意思を表示した行

政文書の開示決定等に関する意見書（様式第５号）を提出して行うものとする。  

５ 条例第１５条第３項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後直

ちに行う通知は、反対意見書に係る行政文書の開示決定に関する通知書（様式第６号）

によるものとする。  

 （開示の実施の方法等）  

第７条 条例第１６条の規定による行政文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所

において、当該実施機関の職員の立会いのもとに行うものとする。  

２ 実施機関は、開示決定を受けた者で行政文書の閲覧をするものが当該閲覧に係る行政

文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは

、当該行政文書の閲覧の中止を命ずることができる。  

３ 行政文書の写しを交付するときの交付部数は、一件の請求につき一部とする。  

４ 条例第１６条第１項の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応

じ、当該各号に定める方法とする。  

（１）音声データ  次のいずれかの方法  

ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取  

イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体（電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以

下この項において同じ。）に複製したものの交付  

（２）映像データ（写真等を表示する画像データを含む。）  次のいずれかの方法  

ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴（写真等を表示する画像

データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。）  

イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの（写真等を表示する画像デー

タにあっては、用紙に出力したものを含む。）の交付  

（３）前２号に掲げるもの以外の電磁的記録  次のいずれかの方法  

ア 用紙に出力したものの閲覧又は交付  

イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付  

ウ その他当該電磁的記録に応じて適切な方法  

 （開示の実施方法等の申出）  

第８条 第１６条第２項の規定による開示の実施の方法等の申出は、行政文書の開示の実

施方法等申出書（様式第７号）によるものとする。  

 （行政文書の開示に係る費用等）  

第９条 条例第１８条第２項及び第３項の費用は、前納とする。  

２ 条例第１８条第２項の規則で定める額は、別表第１に定めるとおりとする。  

３ 条例第１８条第３項の規則で定める額は、別表第２に定めるとおりとする。  
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（案） 
 

 

 （実施状況の公表）  

第１０条 条例第２４条の規定による実施状況の公表は、市広報紙等への掲載及び告示に

より、毎年６月末日までに行うものとする。  

２ 前項の公表は、前年度における次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。  

（１）行政文書の開示の請求件数  

（２）開示決定等の件数 

（３）審査請求の件数  

（４）前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項  

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。  

別表第１（第９条関係） 

区分 金額 

１ 乾式の複写機による写し（日本産業規格Ａ列３

番の大きさまでのものに限る。）  

白黒 １面につき１０円  

カラー １面につき２０円  

２ １の項に掲げる写し以外の写し  当該写しの作成に要する費用に

相当する額  

別表第２（第９条関係） 

区分 金額 

１ 複製物 当該複製物の作成に要する費用

に相当する額  

２ 乾式の複写機による写し（日本産業規格Ａ列３

番の大きさまでのものに限る。）  

白黒 １面につき１０円  

カラー １面につき２０円  

３ ２の項に掲げる写し以外の写し  当該写しの作成に要する費用に

相当する額  
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様式第１号（第３条関係）  

  年  月  日  

 

（実施機関名） 様  

 

開示請求者 氏     名 

郵 便 番 号 

住所又は居所 

 

電 話 番 号 

 

連絡先 氏  名  

電話番号  

 

 

 

行 政 文 書 開 示 請 求 書 

滝沢市情報公開条例第６条第１項の規定により、次のとおり開示請求をします。  

１ 開示請求に係

る行政文書の名

称その他の開示

請求に係る行政

文書を特定する

ために必要な事

項  

 

２ 希望する開示

の実施方法（希

望する開示の方

法に✔を記入し

てください。）  

□ 閲覧  □ その他（       ）  

□ 写しの交付  郵送を希望  
□ する  

□ しない  

 

職員記載欄  

行政文書の名称   

処理年度   

所管課等  課名等   

担当者   内 線   

備考   

法人その他の団体にあっては、その名称、  

事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名  

法人その他の団体の担当者その他  

連絡可能な人を記載してください。  
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（説明事項）  

１  「氏名」、「住所又は居所」  

本人の氏名及び住所又は居所を記載してください。ここに記載された氏名及び住所又は居所によ

り開示決定通知等を行うことになりますので、正確に記載してください。  

また、連絡を行う際に必要になりますので、電話番号も記載してください。  

 

２  「開示請求に係る行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するために必要な事項」  

開示を請求する行政文書の名称、開示請求する行政文書を特定できるような情報を具体的に記載

してください。  

 

３  「希望する開示の実施方法等」  

開示を受ける場合の開示の実施の方法（事務所における開示の実施の方法又は写しの送付）につ

いて、希望がありましたら記載してください。なお、実施の方法は市の機関の定めるところにより

ますので、希望する方法に対応できない場合があります。  

開示の実施の方法等については、開示決定後に提出していただく「行政文書の開示の実施方法等

申出書」により、別途申し出ることもできます。  
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様式第２号（第５条関係）  

                              第       号  

                                年  月  日  

  

         様  

  

                     （実施機関名）          印   

   

  

  

行 政 文 書 開 示 決 定 通 知 書 

    年  月  日付けで請求のあった行政文書の開示について、滝沢市情報公開

条例第１１条第１項の規定により次のとおり開示することと決定したので、同項の規定に

より通知します。  

１ 開示する行政文

書  
 

２ 開示決定に係る

行政文書について

求めることができ

る開示の実施方法

等  

□閲覧 □写し（複製物を含む）等の交付  

□写し（複製物を含む）等の送付  

□その他（                    ）  

３ 開示を実施する

日時及び場所（事

務所での開示を希

望する場合）  

日 時  
  年  月  日から  年  月  日まで

※土・日・祝日を除く。  

時 間    時  分 から   時  分 まで  

場 所   

４ 開示の実施に要

する費用及び準備

期間（写し等の送

付を希望する場合

）  

写し等の交付に要す

る費用（見込額）  

写しを交付する場合       円  

複製物等を交付する

場合  

     円  

その他       円  

写し等の送付に要す

る期間  

      日間  

写し等の送付に要す

る費用（見込額）  

       円  

※郵便切手による納付を除く  

５ 所 管 課 等      部      課 担当  

電話番号    （   ）    （内線      ）  
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備考１  開示の実施の方法等については、この通知書を受け取った日から３０日以

内に、同封した「行政文書の開示の実施方法等申出書」により開示の実施の

申出を行ってください。  

２  開示の実施の方法は、通知書の２「開示決定に係る行政文書について求め

ることができる開示の実施の方法等」に記載されている方法から自由に選択

できます。なお、上記期間内に開示の実施を申し出ることができないとき

は、あらかじめ所管課等に連絡してください。  

３  事務所における開示の実施を選択される場合は、通知書の３「開示を実

施する日時及び場所」に記載されている日時から、希望の日時を選択して

ください。記載された日時に都合が悪いときは、あらかじめ所管課等に連絡

してください。なお、開示の実施の準備を行う必要がありますので、「行政

文書の開示の実施方法等申出書」は開示を受ける希望日の３日前には当方に

届くように提出願います。  

４  写しの交付又は写しの送付を希望される場合は、「行政文書の開示の実施

方法等申出書」によりその旨を申し出てください。なお、この場合は、別

途、写しの作成又は写しの送付に要する費用負担が必要となります。  

５  事務所における開示の実施を選択され、その旨「行政文書の開示の実施方

法等申出書」により申し出られた場合は、開示を受ける当日、事務所に来ら

れる際に、この通知書をお持ちください。なお、写しの交付を希望された場

合は、別途お知らせする写しの作成に要する費用が必要になります。  

６  写し等の送付を希望された場合は、「行政文書の開示の実施方法等申出書

」を送付してください。当該申出書を市で受領後、写しの作成に要する費用

及び送付に要する費用を別紙にてお知らせします。費用の納付の確認後、写

し等を送付します。  
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様式第３号（第５条関係）  

                              第       号  

                                年  月  日  

  

         様  

  

                     （実施機関名）           印   

  

  

行 政 文 書 部 分 開 示 決 定 通 知 書 

    年  月  日付けで請求のあった行政文書の開示について、滝沢市情報公開

条例第１１条第１項の規定により、次のとおり対象の行政文書の一部を除いて開示するこ

とと決定したので、同項の規定により通知します。  

１ 開示する行政文

書  
 

２ 開示決定に係る

行政文書について

求めることができ

る開示の実施の方

法等  

□閲覧 □写し（複製物を含む）等の交付  

□写し（複製物を含む）等の送付  

□その他（                    ）  

３ 開示を実施する

日時及び場所（事

務所での開示を希

望する場合）  

日 時  
  年  月  日から  年  月  日ま

で※土・日・祝日を除く。  

時 間    時  分 から   時   分 まで  

場 所   

４ 開示の実施に要

する費用及び準備

期間（写し等の送

付を希望する場合

）  

写し等の交付に要す

る費用（見込額）  

写しを交付する場合       円  

複製物等を交付する

場合  

     円  

その他       円  

写し等の送付に要す

る期間  

      日間  

写し等の送付に要す

る費用（見込額）  

       円  

※郵便切手による納付を除く  

５ 不開示部分及び

その理由  
不開示部分   

区分  

 

□不開示事由に該当  □却下  

□存否不開示      □不存在  
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根拠規定  条例第  条第  項第  号該当  

理由   

６ 所 管 課 等      部      課 担当  

電話番号    （   ）    （内線      ）  

※この処分に不服がある場合の審査請求先：        

備考１  開示の実施の方法等については、この通知書を受け取った日から３０日以

内に、同封した「行政情報の開示の実施方法等申出書」により開示の実施の

申出を行ってください。  

２  開示の実施の方法は、通知書の２「開示決定に係る行政文書について求め

ることができる開示の実施の方法等」に記載されている方法から自由に選択

できます。なお、上記期間内に開示の実施を申し出ることができないときは

、あらかじめ所管課等に連絡してください。  

３  事務所における開示の実施を選択される場合は、通知書の３「開示を実施

する日時及び場所」に記載されている日時から、希望の日時を選択してくだ

さい。記載された日時に都合が悪いときは、あらかじめ所管課等に連絡して

ください。なお、開示の実施の準備を行う必要がありますので、「行政文書

の開示の実施方法等申出書」は開示を受ける希望日の３日前には当方に届く

ように提出願います。  

４  写しの交付又は写しの送付を希望される場合は、「行政文書の開示の実施

方法等申出書」によりその旨を申し出てください。なお、この場合は、別途

、写しの作成又は写しの送付に要する費用負担が必要となります。  

５  事務所における開示の実施を選択され、その旨「行政文書の開示の実施方

法等申出書」により申し出られた場合は、開示を受ける当日、事務所に来ら

れる際に、この通知書をお持ちください。なお、写しの交付を希望された場

合は、別途お知らせする写しの作成に要する費用が必要になります。  

６  写し等の送付を希望された場合は、「行政文書の開示の実施方法等申出書

」を送付してください。当該申出書を市で受領後、写しの作成に要する費用

及び送付に要する費用を別紙にてお知らせします。費用の納付の確認後、写

し等を送付します。  

（教示）  

１  この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か

月以内に、処分を行った実施機関（滝沢市長（上下水道事業管理者の権限を行う市長を含む）、教

育委員会、議会、監査委員会、農業委員会、選挙管理委員会又は固定資産評価委員会）に対して審

査請求をすることができます。  

２  この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して６か月以内に、滝沢市を被告として（訴訟において滝沢市を代表する者は滝沢市長となりま

す。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記１の審査請求をした場合には

、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に提起することができます。  

３  ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対す

る裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消

しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの

処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年
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を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場

合があります。  
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様式第４号（第５条関係）  

                              第       号  

                                年  月  日  

  

         様  

  

                      （実施機関名）          印  

  

  

行 政 文 書 不 開 示 決 定 通 知 書 

    年  月  日付けで請求のあった行政文書の開示について、滝沢市情報公開

条例第１１条第２項の規定により次のとおり開示しないことと決定したので、同項の規定

により通知します。  

１ 開示請求に係る

行政文書の名称等  

 

 

 

 

２ 開示しないこと

とした理由  
不開示部分   

区分  

 

□不開示事由に該当  □却下  

□存否不開示      □不存在  

根拠規定  条例第  条第  項第  号該当  

理由   

３ 所 管 課 等       部      課 担当  

電話番号    （   ）    （内線      ）  

※この処分に不服がある場合の審査請求先：        

 備考  

 

（教示）  

１  この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か

月以内に、処分を行った実施機関（滝沢市長（上下水道事業管理者の権限を行う市長を含む）、教

育委員会、議会、監査委員会、農業委員会、選挙管理委員会又は固定資産評価委員会）に対して審

査請求をすることができます。  

２  この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して６か月以内に、滝沢市を被告として（訴訟において滝沢市を代表する者は滝沢市長となりま

す。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記１の審査請求をした場合には

、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に提起することができます。  

３  ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対す

る裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消

しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの

処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年

を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場

合があります。   
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様式第５号（第６条関係）  

                                年  月  日  

 

（実施機関名） 様  

 

開示請求者 氏  名  

郵便番号  

住  所  

 

電話番号  

 

連絡先 氏  名  

電話番号  

 

 

行政文書の開示決定等に係る意見書 

    年  月  日付け  第       号で照会のあった件について、次の

とおり回答します。  

１ 開示請求に係る

行政文書の名称等  

 

２ 意 見 □ 開示することについて支障がない。  

□ 開示することについて支障がある。  

（１）支障（不利益）がある部分  

 

 

 

 

（２）支障（不利益）がある場合の具体的な理由  

 

 

 

 

備考  １  「意見」の欄は、該当する□に✔を記入してください。  

２  「開示することについて支障がある。」に✔を記入した場合は、「（１

）支障がある部分」の欄及び「（２）支障がある理由」の欄も記載してく

ださい。  

法人その他の団体にあっては、その名称、  

事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名  
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様式第６号（第６条関係）  

                              第       号  

                                年  月  日  

  

  （反対意見書を提出した第三者）  様  

  

                     （実施機関名）           印   

  

  

行政文書の開示決定に係る通知書 

先に照会した           に関する情報が記録されている行政文書については

、次のとおり開示することと決定したので、滝沢市情報公開条例（令和５年滝沢市条例第

 号）第１５条第３項の規定により通知します。  

１ 開示決定の種類      年  月  日  第       号  

□ 行政文書開示決定  □ 行政文書部分開示決定  

２ 開示決定をした

行政文書の名称  

 

３ 開示決定をした

行政文書の内容  

 

 

４ 開 示 す る こ と と

した理由  

 

 

５ 開示を実施する日      年  月  日  

６ 所 管 課 等      部      課 担当  

電話番号    （   ）    （内線     ）  

※この処分に不服がある場合の審査請求先：       

 備考  

（教示）  

１  この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か

月以内に、処分を行った実施機関（滝沢市長（上下水道事業管理者の権限を行う市長を含む）、教

育委員会、議会、監査委員会、農業委員会、選挙管理委員会又は固定資産評価委員会）に対して審

査請求をすることができます。なお、開示の実施を停止するためには、開示を実施する日までに審

査請求と併せて、執行停止の申立てをする必要があります。  

２  この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して６か月以内に、滝沢市を被告として（訴訟において滝沢市を代表する者は滝沢市長となりま

す。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記１の審査請求をした場合には

、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に提起することができます。  

３  ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対す
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る裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消

しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの

処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年

を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場

合があります。   
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様式第７号（第８条関係）  

    年  月  日  

（実施機関名） 様  

 

開示請求者 氏  名  

郵便番号  

住  所  

電話番号  

 

連絡先 氏  名  

電話番号  

 

 

行政文書の開示実施方法等申出書  

    年  月  日付け  第       号で通知があった行政文書の開示の

決定について、下記のとおり申し出ます。  

記  

１ 求める開示の実施方法  

  □閲覧（  全部 ・ 一部（          ） ）  

  □写しの交付  ※写しの交付を受けようとする者は下表も記載すること。  

  □その他（ 全部  ・ 一部（          ） ）  

行 政 文 書 の 名 称 又 は 内 容  写しの数  金 額 

 面  円  

 面  円  

 面  円  

 面  円  

小 計 面  円  

行政文書の写しの送付の希望の有無  
□有  

□無  
円  

合 計 円  

備考１ 太枠内のみ記載してください。  

２ 写しの送付の希望の欄は、該当する□に✔を記入してください。  

２ 開示の実施を希望する日  

     年  月  日  午前 ・ 午後  

法人その他の団体にあっては、その名称、  

事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名  

法人その他の団体の担当者その他  

連絡可能な人を記載してください。  
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開

示
請

求
書

（
様

式
第

１
号

）
に

よ
ら

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。

 

  
（

開
示

決
定

の
際

に
通

知
す

べ
き

事
項

）
 

第
４

条
 

条
例

第
１

１
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
書

面
で

通
知

す
る

こ
と

が
必

要
な

事
項

は
、

次
に

掲

げ
る

事
項

と
す

る
。

 

（
１

）
開

示
決

定
に

係
る

行
政

文
書

に
つ

い
て

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
開

示
の

実
施

の
方

法
 

（
２

）
事

務
所

に
お

け
る

開
示

を
実

施
す

る
こ

と
が

で
き

る
日

、
時

間
及

び
場

所
並

び
に

事
務

所
に

お
け

る
開

示
の

実
施

を
求

め
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

条
例

第
１

６
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
申

出
を

す
る

際
に

当
該

事
務

所
に

お
け

る
開

示
を

実
施

す
る

こ
と

が
で

き
る

日
の

う
ち

か
ら

事
務

所
に

お
け

る
開

示
の

実
施

を
希

望
す

る
日

を
選

択
す

べ
き

旨
 

（
３

）
写

し
の

送
付

の
方

法
に

よ
る

行
政

文
書

の
開

示
を

実
施

す
る

場
合

に
お

け
る

準
備

に
要

す
る

日
数

及
び

送
付

に
要

す
る

費
用

 

  
（

開
示

決
定

等
の

通
知

）
 

第
５

条
 

条
例

第
１

１
条

第
１

項
又

は
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

開
示

決
定

等
に

係
る

通
知

は
、

次
の

各

号
に

掲
げ

る
開

示
決

定
等

の
区

分
に

応
じ

、
当

該

各
号

に
定

め
る

通
知

書
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

 

（
１

）
条

例
第

１
１

条
第

１
項

に
規

定
す

る
開

示
請

求
に

係
る

行
政

文
書

の
全

部
を

開
示

す
る

旨
の

決
定

 
行

政
文

書
開

示
決

定
通

知
書

（
様

式
第

２
号

）
 

（
２

）
条

例
第

１
１

条
第

１
項

に
規

定
す

る
開

示
請

     追
加

 

保
有

個
人

情
報

の
開

示
決

定
の

際
に

通
知

す
べ

き
規

定
と

同
様

の
規

定
を

追
加

 

               追
加

 

現
行

の
運

用
で

は
取

扱
要

領
に

規
定

さ
れ

て
い

る
様

式
を

規
則

に
規

定
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現
 

 
 

行
 

改
 

正
 

後
 

備
 

 
 

考
 

                                 

求
に

係
る

行
政

文
書

の
一

部
を

開
示

す
る

決
定

 

行
政

文
書

部
分

公
開

決
定

通
知

書
（

様
式

第
３

号

）
 

（
３

）
条

例
第

１
１

条
第

２
項

に
規

定
す

る
開

示
請

求
に

係
る

行
政

文
書

の
全

部
を

開
示

し
な

い
旨

の
決

定
 

行
政

文
書

不
開

示
決

定
通

知
書

（
様

式
第

４
号

）
 

  
（

第
三

者
に

対
す

る
意

見
書

提
出

の
機

会
の

付
与

の
通

知
等

）
 

第
６

条
 

条
例

第
１

５
条

第
１

項
の

通
知

は
、

実
施

機
関

が
必

要
が

あ
る

と
認

め
た

場
合

に
お

い
て

、

口
頭

又
は

書
面

に
よ

り
行

う
も

の
と

す
る

。
 

２
 

条
例

第
１

５
条

第
１

項
の

規
則

で
定

め
る

事
項

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
と

す
る

。
 

（
１

）
開

示
請

求
の

あ
っ

た
年

月
日

 

（
２

）
開

示
請

求
に

係
る

行
政

文
書

に
記

録
さ

れ
て

い
る

当
該

第
三

者
に

関
す

る
情

報
の

内
容

 

（
３

）
意

見
書

を
提

出
す

る
場

合
の

提
出

先
及

び
提

出
期

限
 

３
 

条
例

第
１

５
条

第
２

項
の

規
則

で
定

め
る

事
項

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
と

す
る

。
 

（
１

）
前

項
各

号
に

掲
げ

る
事

項
 

（
２

）
条

例
第

１
５

条
第

２
項

の
規

定
の

適
用

の
区

分
及

び
当

該
規

定
を

適
用

す
る

理
由

 

４
 

条
例

第
１

５
条

第
１

項
又

は
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

意
見

書
の

提
出

の
機

会
を

与
え

ら
れ

た
第

三

者
の

意
見

書
の

提
出

は
、

当
該

第
三

者
に

関
す

る

情
報

の
開

示
に

賛
成

又
は

反
対

の
意

思
を

表
示

し

た
行

政
文

書
の

開
示

決
定

等
に

関
す

る
意

見
書

（

様
式

第
５

号
）

を
提

出
し

て
行

う
も

の
と

す
る

。
 

５
 

条
例

第
１

５
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

る
反

対
意

見
書

を
提

出
し

た
第

三
者

に
対

し
て

開
示

決
定

後

        追
加

 

第
三

者
に

対
す

る
任

意
的

聴
取

及
び

義
務

的
聴

取
に

関
し

、
そ

れ
ぞ

れ
の

場
合

の
実

施
方

法
及

び
通

知
す

べ
き

内
容

、
意

見
書

の
様

式
、

反
対

意
見

書
が

提
出

さ
れ

た
場

合
の

開
示

決
定

に
関

す
る

通
知

書
の

様
式

を
規

定
 

な
お

、
義

務
的

聴
取

に
係

る
規

定
は

個
人

情
報

保
護

制
度

と
の

整
合

を
図

る
た

め
に

、
新

条
例

に
新

た
に

追
加

さ
れ

た
も

の
 

→
現

行
の

様
式

は
、

取
扱

要
領

に
規

定
さ

れ
て

い
る

が
、

現
行

条
例

で
は

任
意

的
聴

取
の

み
規

定
さ

れ
て

い
る

。
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現
 

 
 

行
 

改
 

正
 

後
 

備
 

 
 

考
 

    

（
行

政
情

報
の

公
開

の
方

法
等

）
 

第
４

条
 

条
例

第
８

条
の

規
定

に
よ

る
行

政
情

報
の

公
開

は
、

市
長

が
 

 
指

定
す

る
日

時
及

び
場

所

に
お

い
て

、
 

 
 

 
 

 
 

 
職

員
の

立
会

い

の
も

と
に

行
う

も
の

と
す

る
。

 

２
 

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、

行
政

情
報

の
公

開
を

受
け

る
も

の
は

、
当

該
行

政
情

報
を

丁
寧

に
取

り

扱
い

、
汚

損
、

損
傷

、
改

ざ
ん

又
は

抜
取

り
を

し

て
は

な
ら

な
い

。
 

３
 

市
長

は
、

前
項

の
規

定
に

違
反

す
る

も
の

又
は

違
反

す
る

お
そ

れ
の

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

も
の

に

対
し

て
は

、
行

政
情

報
の

公
開

を
中

止
し

、
又

は

禁
止

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 

（
行

政
情

報
の

写
し

の
交

付
）

 

第
５

条
 

行
政

情
報

の
写

し
を

交
付

す
る

と
き

の
交

付
部

数
は

、
一

件
の

請
求

に
つ

き
一

部
と

す
る

。
 

            

直
ち

に
行

う
通

知
は

、
反

対
意

見
書

に
係

る
行

政

文
書

の
開

示
決

定
に

関
す

る
通

知
書

（
様

式
第

６

号
）

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
 

  
（

開
示

の
実

施
の

方
法

等
）

 

第
７

条
 

条
例

第
１

６
条

の
規

定
に

よ
る

行
政

文
書

の
開

示
は

、
実

施
機

関
が

指
定

す
る

日
時

及
び

場

所
に

お
い

て
、

当
該

実
施

機
関

の
職

員
の

立
会

い

の
も

と
に

行
う

も
の

と
す

る
。

 

２
 

実
施

機
関

は
、

開
示

決
定

を
受

け
た

者
で

行
政

文
書

の
閲

覧
を

す
る

も
の

が
当

該
閲

覧
に

係
る

行

政
文

書
を

汚
損

し
、

若
し

く
は

破
損

し
、

又
は

そ

の
内

容
を

損
傷

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

と
認

め
る

と

き
は

、
当

該
行

政
文

書
の

閲
覧

の
中

止
を

命
ず

る

こ
と

が
で

き
る

。
 

    ３
 

行
政

文
書

の
写

し
を

交
付

す
る

と
き

の
交

付
部

数
は

、
一

件
の

請
求

に
つ

き
一

部
と

す
る

。
 

４
 

条
例

第
１

６
条

第
１

項
の

規
則

で
定

め
る

方
法

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

電
磁

的
記

録
の

区
分

に

応
じ

、
当

該
各

号
に

定
め

る
方

法
と

す
る

。
 

（
１

）
音

声
デ

ー
タ

 
次

の
い

ず
れ

か
の

方
法

 

ア
 

電
子

計
算

機
そ

の
他

の
専

用
機

器
に

よ
り

再
生

し
た

も
の

の
聴

取
 

イ
 

光
デ

ィ
ス

ク
そ

の
他

の
電

磁
的

記
録

媒
体

（
電

磁
的

記
録

を
記

録
す

る
記

録
媒

体
を

い

う
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
に

複

製
し

た
も

の
の

交
付

 

（
２

）
映

像
デ

ー
タ

（
写

真
等

を
表

示
す

る
画

像
デ

ー
タ

を
含

む
。

）
 

次
の

い
ず

れ
か

の
方

法
 

    改
正

 

    現
行

の
第

２
項

及
び

第
３

項
の

内
容

を
、

１
つ

の
項

に
統

合
 

          電
磁

的
記

録
の

開
示

方
法

に
つ

い
て

、
保

有
個

人
情

報
の

電
磁

的
記

録
の

開
示

方
法

の
規

定
に

併
せ

、
デ

ー
タ

ご
と

に
規

定
 

→
現

行
の

電
磁

的
記

録
の

開
示

方
法

に
つ

い
て

は
、

事
務

取
扱

要
領

に
規

定
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行
 

改
 

正
 

後
 

備
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（
行

政
情

報
の

公
開

に
係

る
費

用
の

納
入

）
 

第
６

条
 

条
例

第
１

４
条

第
２

項
に

規
定

す
る

当
該

行
政

情
報

の
写

し
の

作
成

及
び

送
付

に
要

す
る

費

用
は

、
前

納
と

す
る

。
 

     

（
行

政
情

報
の

検
索

資
料

の
閲

覧
等

）
 

第
７

条
 

条
例

第
２

８
条

の
規

定
に

よ
る

行
政

情
報

の
検

索
に

必
要

な
資

料
の

作
成

は
、

行
政

情
報

検

索
目

録
（

様
式

第
２

号
）

に
よ

り
行

う
も

の
と

す

ア
 

電
子

計
算

機
そ

の
他

の
専

用
機

器
に

よ
り

再
生

し
た

も
の

の
視

聴
（

写
真

等
を

表
示

す

る
画

像
デ

ー
タ

に
あ

っ
て

は
、

用
紙

に
出

力

し
た

も
の

の
閲

覧
を

含
む

。
）

 

イ
 

光
デ

ィ
ス

ク
そ

の
他

の
電

磁
的

記
録

媒
体

に
複

製
し

た
も

の
（

写
真

等
を

表
示

す
る

画

像
デ

ー
タ

に
あ

っ
て

は
、

用
紙

に
出

力
し

た

も
の

を
含

む
。

）
の

交
付

 

（
３

）
前

２
号

に
掲

げ
る

も
の

以
外

の
電

磁
的

記
録

 
次

の
い

ず
れ

か
の

方
法

 

ア
 

用
紙

に
出

力
し

た
も

の
の

閲
覧

又
は

交
付

 

イ
 

光
デ

ィ
ス

ク
そ

の
他

の
電

磁
的

記
録

媒
体

に
複

製
し

た
も

の
の

交
付

 

ウ
 

そ
の

他
当

該
電

磁
的

記
録

に
応

じ
て

適
切

な
方

法
 

 
（

開
示

の
実

施
方

法
等

の
申

出
）

 

第
８

条
 

第
１

６
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
開

示
の

実
施

の
方

法
等

の
申

出
は

、
行

政
文

書
の

開
示

の
実

施
方

法
等

申
出

書
（

様
式

第
７

号
）

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
 

 
（

行
政

文
書

の
開

示
に

係
る

費
用

等
）

 

第
９

条
 

条
例

第
１

８
条

第
２

項
及

び
第

３
項

の
費

用
は

、
前

納
と

す
る

。
 

２
 

条
例

第
１

８
条

第
２

項
の

規
則

で
定

め
る

額
は

、
別

表
第

１
に

定
め

る
と

お
り

と
す

る
。

 

３
 

条
例

第
１

８
条

第
３

項
の

規
則

で
定

め
る

額
は

、
別

表
第

２
に

定
め

る
と

お
り

と
す

る
。

 

      

               追
加

 

現
行

の
様

式
は

事
務

取
扱

要
領

に
規

定
 

      追
加

 

第
２

項
で

写
し

の
交

付
に

要
す

る
費

用
を

、
第

３
項

で
電

磁
的

記
録

の
開

示
に

要
す

る
費

用
を

規
定

 

→
現

行
の

写
し

の
作

成
及

び
送

付
に

要
す

る
費

用
は

実
施

要
綱

に
規

定
 

 削
除

 

条
例

改
正

後
、

当
該

条
文

が
削

除
さ

れ
、

新
た

に
「

実
施

機
関

は
、

開
示

請
求

を
し

よ
う

と
す

る
者

が
容

易
か

つ
的

確
に

開
示

請
求

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ
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現
 

 
 

行
 

改
 

正
 

後
 

備
 

 
 

考
 

る
。

 

２
 

前
項

に
規

定
す

る
も

の
の

ほ
か

、
行

政
情

報

検
索

目
録

の
作

成
に

関
し

必
要

な
事

項
は

、
市

長

が
別

に
定

め
る

も
の

と
す

る
。

 

３
 

第
１

項
の

行
政

情
報

検
索

目
録

は
、

総
務

課

及
び

所
管

課
等

に
置

く
。

 

 

（
運

営
状

況
の

公
表

）
 

第
８

条
 

条
例

第
２

９
条

の
 

規
定

に
よ

る
運

営
状

況
の

公
表

は
、

広
報

紙
等

へ
の

登
載

及
び

告
示

に

よ
り

、
毎

年
６

月
末

日
ま

で
に

行
う

も
の

と
す

る

。
 

２
 

前
項

の
公

表
は

、
前

年
度

に
お

け
る

次
の

各
号

に
掲

げ
る

事
項

を
明

ら
か

に
し

て
行

う
も

の
と

す

る
。

 

(
１

)
行

政
情

報
の

公
開

の
請

求
の

状
況

 

(
２

)
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

公
開

を
す

る

旨
又

は
公

開
を

し
な

い
旨

の
決

定
状

況
 

(
３

)
前

２
号

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

市
長

が
必

要

と
認

め
る

事
項

 

 （
補

則
）

 

第
９

条
 

こ
の

規
則

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

市
長

が
管

理
す

る
行

政
情

報
の

公
開

等
に

関
し

必
要

な

事
項

は
、

市
長

が
別

に
定

め
る

。
 

        
（

実
施

状
況

の
公

表
）

 

第
１

０
条

 
条

例
第

２
４

条
の

規
定

に
よ

る
実

施
状

況
の

公
表

は
、

市
広

報
紙

等
 
へ

の
掲

載
及

び
告

示
に

よ
り

、
毎

年
６

月
末

日
ま

で
に

行
う

も
の

と

す
る

。
 

２
 

前
項

の
公

表
は

、
前

年
度

に
お

け
る

次
に

掲
げ

る
事

項
を

明
ら

か
に

し
て

行
う

も
の

と
す

る
。

 

 （
１

）
行

政
文

書
の

開
示

の
請

求
件

数
 

（
２

）
開

示
決

定
等

の
件

数
 

（
３

）
審

査
請

求
の

件
数

 

（
４

）
前

３
号

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

市
長

が
必

要
と

認
め

る
事

項
 

     附
 

則
 

こ
の

規
則

は
、

令
和

５
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

別
表

第
１

（
第

９
条

関
係

）
 

別
表

第
２

（
第

９
条

関
係

）
 

う
、

当
該

実
施

機
関

が
保

有
す

る
行

政
文

書
の

特
定

に
資

す
る

情
報

の
提

供
そ

の
他

開
示

請
求

を
し

よ
う

と
す

る
者

の
利

便
を

考
慮

し
た

適
切

な
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
」

と
規

定
し

た
こ

と
に

伴
い

、
削

除
 

                 削
除

 

処
分

庁
と

し
て

各
実

施
機

関
が

個
別

に
定

め
る

べ
き

も
の

と
、

市
長

が
地

方
自

治
法

上
の

統
括

権
を

根
拠

規
定

と
し

て
情

報
公

開
制

度
の

統
一

的
な

運
用

の
た

め
に

定
め

る
べ

き
も

の
が

あ
る

た
め

、
規

則
に

定
め

る
も

の
の

他
に

定
め

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
そ

の
主

体
を

限
定

し
な

い
。
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≪答申案≫ 
 

                            滝総第●●●●●●●号  

                            令 和 ５ 年 ● 月 ● 日  

  

 滝沢市長 武田 哲  様 

  

滝沢市行政情報公開・個人情報保護運営審議会           

会長 松下 壽夫         

  

  

   令和４年度滝沢市行政情報公開制度・個人情報保護制度に係る諮問について（  

   答申） 

 令和５年２月６日付け滝総第１４０６００９号で滝沢市長から諮問があった標記につい

て、滝沢市行政情報公開条例（平成９年滝沢村条例第８号。以下「現行条例」という。）

第２２条第２項の規定により滝沢市行政情報公開・個人情報保護運営審議会（以下「審議

会」という。）において審議したので、同条第３項の規定により下記のとおり答申する。  

  

記 

  

答申第１号 滝沢市行政情報公開条例施行規則の全部改正案について（企画総務部総務課

）  

 当該諮問内容については、令和４年８月２３日付け滝総第０８２２００７号で滝沢市長

から諮問があり、当審議会において令和４年１１月１８日付け滝総第１１１８００４号に

て答申を行った滝沢市行政情報公開条例の全部改正案に関し、必要な事項を定めるため、

滝沢市行政情報公開条例施行規則の全部を改正しようとするものである。  

 審議会において滝沢市行政情報公開条例施行規則の全部を改正する規則案を審議したと

ころ、当該条例施行規則案が、当市の個人情報保護制度との調整が図られていること及び

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４２号）及び行政機関の

保有する情報の公開に関する法律施行令（平成１２年政令第４１号）の内容に照らし、ほ

ぼ同等の措置が講じられていることを確認した。 

 また、行政文書の開示に係る費用等については現行の制度とほぼ同様の費用となってお

り、その費用の額は妥当であると認められるが、この費用の額は、周辺自治体等との均衡

が図られること等にも留意し、今後も対応されることが望ましい。  

 以上のことから、諮問のあった行政情報公開条例施行規則の全部を改正する規則案は妥

当であると判断するものである。  

 また、次回以後の滝沢市情報公開条例施行規則の改正等に関し、条例改正に伴う改正又

は字句等の整理その他所要の改正内容については再度の諮問を要しないこととするが、制

度の運用にあたっては、公正な情報公開に努められるよう希望する。  

 なお、平成１０年３月６日付滝総第２５８号、滝教学第２１０３号、滝選第３０号、滝

監第３０号、滝農委第２５４号、滝固第３号、滝水第９５号及び滝議第３５３号をもって
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≪答申案≫ 
 

当審議会に諮問され、平成１０年３月２３滝情運審第１号により「行政情報公開条例の施

行による請求権者（利害関係者）の認定基準等、非公開事項の判断基準、期間の経過によ

る公開及び公開に係る費用について（答申）」について当審議会において答申を行ってい

るが、令和５年４月以降はその答申の内容については、本答申の内容に替えることとする

。 
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